
＝＝＝ 農地に関する各種手続きについて（案内） ＝＝＝ 

田や畑といった農地の売買・貸借・転用などをする場合には、農地法などで一定の制限が 

あり、それぞれの内容や区分により、事前に農業委員会または県知事への許可申請や、届出、

証明願などの各種手続きが必要となります。詳しくは、以下によりご確認ください。 

※ 相談問合せ先 ： 農業委員、推進委員または農業委員会事務局(知多市役所 2 階) 

※ ホームページのアドレス  https://www.city.chita.lg.jp  껳껱껲「農業委員会」で検索 
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